平成22年度「ふれあい・いきいきサロン」「子育てサロン」助成事業募集要項
社会福祉法人　亀山市社会福祉協議会
事業の目的：この事業は地域で生活する高齢者、障がい児者、子育て中の親子（以下「高齢者等」という。）が安心して暮らすことができるまちづくりの一環として、各地区のコミュニティセンターや集会所、民家等を利用しながら、地域住民、ボランティア等が主体となり高齢者等の外出機会の提供および仲間づくりの場を創造することにより、孤独化防止や介護予防等、地域の福祉力を高めることを目的とする。
事業の内容：仲間づくり活動を行っている自主的な集まりや、地域の高齢者等に「憩いの場」とする活動を自主的に企画し、提供する地域住民、ボランティア等を対象に助成金を交付する。
（例１）お茶を飲みながらの「おしゃべり会」

（例２）みんなで集まって楽しく食べる「食事会」

（例３）自分の得意なことを活かした「趣味活動」、「レクリエーション」（歌、演奏、ゲームなど）
（例４）こどもとのふれあい交流会

（例５）季節行事の花見等へ出かけるなど

対　象　者：下記の5人以上で組織する団体（老人クラブ、子ども会等とは別組織とする）

（１）おおむね75才以上の方
　　　　　　（２）障がい者（知的、身体、精神、発達）
（３）子育て中の親子
開催回数と時間：月１回以上の開催・１回おおむね２時間以上開催すること。
個人負担：原則として、個人負担を徴収すること（食事代、材料代など）。

　　　　　　はさみ等の消耗品は、できるだけ持ち寄ること。

申請期間：平成22年4月1日～平成22年4月30日

（受付8:30～17:15　土、日、祝を除く）
ただし、会長が特に必要と認めるものについては、その限りではない。
助　成　金：1団体につき年間20,000円以内。
　　　　　　

対象科目：消耗品費、備品費、材料費、諸謝金、印刷製本費、交通費、通信運搬費、使用料、賃借料、保険料。※原則として食料費は対象外であるが、お茶菓子は可
　　　　　　※支出科目については別紙「取扱基準」を参照のこと。
申請方法：市社会福祉協議会へ申請し、終了後は平成23年3月31日までに、実績報告書を提出すること。

